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平成18年10月　Vol.25

　6月15・16日、合わせて153人の住民・権利者が出席。説明を熱心に聞い 
ていただきました。（詳しくは本文2～3ページ参照） 
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容
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内
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土地区画整理事業の段階的施行の 
決定について 
末広・花ノ木地区と御幸本町地区 
の状況について 
集団移転について 
個別相談会のご案内 

段階的施行に伴う 
区画整理設計図（案）説明会を開催 

段階的施行に伴う 
区画整理設計図（案）説明会を開催 

段階的施行に伴う 
区画整理設計図（案）説明会を開催 
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段階的施行を決定 段階的施行を決定 
－ 6月議会にて市長が答弁 － 

区画整理設計図（案）を提示 区画整理設計図（案）を提示 
－ 説 明 会 を 開 催 － 

末広末広・花ノ木地区花ノ木地区 

第一地区 

＝
 

末広末広・花ノ木地区花ノ木地区 

第一地区 

＝
 

末広・花ノ木地区 

第一地区 

＝
 

　昨年度、南明治土地区画整理事業に対する推進と反対の住民行動があり、地
区全体を一括して施行することは困難であると判断した結果、南明治土地区画
整理事業については、事業に対する合意形成の熟度や防災上の緊急性などの諸
条件を考慮し、施行区域を分割して事業を行う段階的施行を導入する決定をし
ました。 
　そこで、地区ごとの地権者を始めとする関係者の皆さんの意向に合致し、ま
た防災上の観点からも、重点密集市街地に指定されている末広・花ノ木
地区を南明治第一地区（16.8ha）とし、先行して事業を進めていくこと
としました。 
　なお、南明治第一地区につきましては平成19年度末の事業計画の決定（事
業認可）を目指し、現在、関係機関との協議調整をすすめております。 
　あわせて、御幸本町地区につきましては、引き続き、事業に対するご
理解をお願いしてまいります。 

　市では、6月15・16日に市役所で末広・花ノ木地区の住民・権利者の皆さん
を対象に、区画整理設計図（案）についての説明会を開催しました。これは、
昨年提示した設計図（案）に対し、各まちづくり協議会から出された要望への
回答と、段階的施行に伴う設計図の主な変更を説明するためのものでした。 
　出席者からは、自宅の移転時期や段階的施行による地区界の質問等がありま
した。また、更生病院跡地への関心・期待の大きさから、跡地開発計画の進捗
を心配する声が聞かれました。 
　市は、区画整理に対する住民・権利者の皆さんの期待の大きさを改めて認識し、
早期事業化に向けて取り組んでいく必要性を強く感
じました。 



　6月下旬から7月上旬にかけて、設計図（案）の意見集約を図るため、末広地
区では小規模集会、花ノ木地区では車座集会が各4回開催されました。合計182
人が出席し、設計図（案）に対して、熱心な意見交換がなされました。 
　末広地区では、区画整理の早期事業化、協議会活動への支援等の要望が出さ
れました。花ノ木地区では、区画道路や公園形状に対する要望・意見が出され
ました。 
　要望書は、7月19日に各まちづくり協議会から市へ提出されました。 

－ 設計図（案）の検討 － 

　末広・花ノ木各まちづくり協
議会から提出された要望書を基
に、道路の配置、線形及び公園
形状等について検討を重ね、左
図の設計図修正（案）を作成し
ました。 
　設計図（案）は、各まちづく
り協議会または南明治都市整備
事務所にございますので、ぜひ
ご覧ください。 
 
 
※この設計図（案）は現時点で
　の案であり、他機関（県・警
　察等）協議等により変更する
　場合があります。 
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小規模集会・車座集会を開催 小規模集会・車座集会を開催 

区画整理設計図（案）を修正 区画整理設計図（案）を修正 
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　南明治第一土地区画整理事業
を行うにあたり、地区内のみな
さんに知っておいていただきたいこと、今からお考えいただきたいことがあります。 

1

末広・花ノ木地区の地権者・住民のみなさんへ 

今後の取り組みについて 
末広・花ノ木地区の地権者・住民のみなさんへ 

今後の取り組みについて 
末広・花ノ木地区の地権者・住民のみなさんへ 

今後の取り組みについて 

　現在、地区内で建築物等を建てる際は、都市計画法第53・54条に基づく制限を
受けています。区画整理の事業計画の決定が公告（事業認可）されると、原則とし
て仮換地先でしか建築が許可されなくなります（増改築も不可）。この制限は、換
地処分の公告まで続きます。（詳細は5ページを参照） 

　御幸本町地区では、多くの方々が期待を寄せている「更生病院跡地」の活用方法
が最大の課題となっております。 
　市では中心市街地のにぎわいの創出に向けて、跡地及びその周辺を早期に整備す
ることが重要であると考えています。今年度には広く市民の意見を取り入れるため
の懇話会を発足させる等、整備計画立案に取り組んでいきます。 

2 区画整理後、あなたの暮らしは？ 区画整理後、あなたの暮らしは？ 

　区画整理が始まると、みなさんの建物を順番に移転していただきます。 
　移転先で新たに家を建てますか？コミュニティ住宅に入りますか？それとも…。
　今からご家族の方と相談しながら、お考えいただくようお願いいたします。不安
や疑問をお持ちの方は、南明治都市整備事務所までご相談にお越しください。 

3 まちづくり協議会に参加しましょう？ まちづくり協議会に参加しましょう？ 

　末広・花ノ木各まちづくり協議会は定例会を月に１回開催しています。ぜひ、各
まちづくり協議会にご参加ください。 

※日程は変更される場合があります。 

地　　　区 開　催　日 会　　　場 

末 広 地 区 第2火曜日夜 末広公民館 
 花ノ木地区 第2月曜日夜 花ノ木公民館 

御幸本町地区は？ 御幸本町地区は？ 御幸本町地区は？ 

事業計画の決定が公告されると、建築に関する制限が強くなります 事業計画の決定が公告されると、建築に関する制限が強くなります 
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南明治第一土地区画整理事業の 

今後の流れと建築の制限 
南明治第一土地区画整理事業の 

今後の流れと建築の制限 
南明治第一土地区画整理事業の 

今後の流れと建築の制限 

都市計画決定（平成15年4月4日） 

 事業計画の決定の公告（平成19年度末予定） 

換 地 処 分 の 公 告 

都市計画決定（平成15年4月4日） 

 事業計画の決定の公告（平成19年度末予定） 

換 地 処 分 の 公 告 

都市計画決定（平成15年4月4日） 

 事業計画の決定の公告（平成19年度末予定） 

換 地 処 分 の 公 告 

仮換地の指定 

使用収益の開始 

事 業 完 了 

仮換地の指定 

使用収益の開始 

移転工事  移転工事  

仮換地の検討設計 仮換地の検討設計 

事 業 完 了 建築制限は解除されます。 

都市計画法第53・54条により建築が制限されています。 

【申請により許可される基準】 
�階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと 
�主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック 
　造、その他これらに類する構造であること 
�容易に移転し、または除却することができるもの 
　であること 

土地区画整理法第76条により建築が制限されます。 

【申請により許可される場合】 
�指定された仮換地先に建築行為等をする場合 
�事業の施行の障害とならないと判断された場合 

Q.事業計画の決定後の建替えはどうなるの？ 
A.事業計画の決定が公告されると、いよいよ 
土地区画整理事業が動き出します。建替え
は、原則として仮換地先でないと認められ
ません。 

Q.申請すれば、今、住んでいる場所（従前地） 
に建物は建てられるの？ 
A.従前地などでの建築行為は「事業の施行の 
障害とならない」と判断されれば許可され
ます。しかし、この地区は、ほとんどの建築
行為が事業の障害となります。 
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　土地区画整理事業における移転手法には、｢通常移転｣と「集団移転」があります。 
　「通常移転」とは、一般的には「玉突き移転」とも呼ばれています。 
　今回は、この二つの移転手法を紹介します。 

　通常移転とは、土地区画整理事業において一般的に行われる移転手法のことで、
仮換地先の整備が完了して使用可能となっているところへ最初の建物が移転し、こ
の建物が移転した跡地に、2番目の建物が移転します。　 
　以下同様にして、順次玉突き状に移転を実施しながら公共施設の整備を行ってい
く手法です。 

集団移転の必要性  集団移転の必要性  集団移転の必要性  

○ 長所　× 短所　△ どちらとも言えない 

施 行 期 間 

通 常 移 転 集 団 移 転  

工　　　事  

事　業　費  

そ　の　他 

投 資 効 果  

年間移転戸数に限りがあり、集団移転 
に比べ事業期間が長くなる 

公共施設の整備改善が断片的となり期 
間も長く、円滑に施行できない 

通常移転に比べて短期間で済む 

施行期間が長くなり断片的な整備とな 
るので、工事費、人件費が増大する 

面的整備が遅れ、事業全体としての投 
資効果が現れるまでに時間がかかる 

仮住居期間の延長などによる移転補償 
費が増大する 

一時期に多額の事業費がかかる 

公共施設の整備を一体的、かつ短期間 
で施行できる 

短期間に面的整備が図られ、早期に事 
業効果が現れる 

移転の順番が後ろの人は長期間にわた 
り新築・増改築の建築制限がかかる 

集団移転区域内の権利者全員の合意が 
必要で特に建物の撤去及び再築時期に 
ついて十分な理解と協力が必要である 

引越しが、2度必要となる 

通常移転 通常移転 1

　集団移転とは、まとまった区域の全居住者が同時に仮住居等へ移転し、建物を撤
去します。次に公共施設（区画道路等）を一斉に整備し、仮換地先が使用可能となっ
た後、仮住居等から仮換地先へ移転する手法です。 
　集団移転は、一般的に建物が密集しているエリアにおいて、通常移転では相当の
事業期間がかかったり、事業費が大幅に増大したり、地権者の生活再建が制約され
たりする場合に導入が考えられます。 

集団移転 集団移転 2

3 通常移転と集団移転との主な問題点比較 通常移転と集団移転との主な問題点比較 

×

×

×

×

×

○

○

×

×

○

△

×
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通常移転の実施方法（例） 通常移転の実施方法（例） 通常移転の実施方法（例） 

集団移転の実施方法（例） 集団移転の実施方法（例） 集団移転の実施方法（例） 

現況道路 

仮住居 

道路 

宅地 

仮住居 

� � 

� � 

　南明治第一地区（末広・花ノ木地区）のような密集市街地の土地区画整理事
業では、事業の早期完了のために今後集団移転の検討もしていきますので、ご
理解ご協力をお願いします。 

　左の図では、第1番目に
Aさんが移転し、次にBさ
んが移転、さらにそのあ
とにCさんが移転します。 
以降同様な移転を繰り返し、
期間を要することとなり
ます。 

A・B・C・Dさんで移転時期を合わせる 
ように話し合い、市に相談します。 

市と調整し、協議が整ったら、A・B・C・D 
さんは一斉に土地を空け、市が整地、 
道路工事を実施します。 

整地と道路工事が一気に完了します。 
A・B・C・Dさんは、それぞれ仮換地 
先に建物を再築します。 

現況道路 

計画道路 

Bさんの 
仮換地 

Aさんの 
仮換地 

Cさんの 
仮換地 

A

C C
A

A

B BD D

B
C



古紙配合率100％再生紙を使用しています。 

お
問
合
せ
先 

〒446-0038 
安城市末広町6番1号 
NTT安城ビル内 
TEL（0566）71-3751 
FAX（0566）71-3752 
E-mail:shigaichi@city.anjo.aichi.jp 
URL:http://www.city.anjo.aichi.jp/kakuka/shigaichi/index.htm

安城市役所　まちづくり推進課 
南明治都市整備事務所 
安城市役所　まちづくり推進課 
南明治都市整備事務所 
安城市役所　まちづくり推進課 
南明治都市整備事務所 

　前号において、大心院跡地でのコミュニティ住宅建設予定記事を掲載しましたが、
現在、入居希望者が少ないため、引き続き入居希望者の把握に努めていきます。 
　入居を希望される方、興味をお持ちの方は南明治都市整備事務所へご連絡ください。 

【コミュニティ住宅 入居対象者】 
　　�居住用の土地と住宅を市へ売却される方 
　　�借地権を解消して住宅を除却される方 

コミュニティ住宅 について コミュニティ住宅 について コミュニティ住宅 について 

南明治第一（末広・花ノ木）土地区画整理事業に関する 南明治第一（末広・花ノ木）土地区画整理事業に関する 南明治第一（末広・花ノ木）土地区画整理事業に関する 

個別相談会を開催します 個別相談会を開催します 個別相談会を開催します 

商工会議所 
安城郵便局 
文化センター 

市民会館 

中心市街地 
交流広場 

至
刈
谷 

至
岡
崎 

至豊田 

至碧南 至西尾 

東海道本線 
JR安城駅 

市役所 
南明治都市 
整備事務所 

市役所 
南明治都市 
整備事務所 

■ � 

と　き　10月22日�～24日� 
　　　　午前9時～12時　午後1時～9時 
　　　　※予約は不要ですが、状況によりお待ちいただくこともございます。 

ところ　南明治都市整備事務所 
　　　　（NTT安城ビル内・下の地図を参照してください。） 

　市では、事業に対するみなさ
んの疑問や不安にお答えする個
別相談会を開催します。特に今まで説明会やまちづくり協議会に 
参加されたことがない皆さん、ぜひお越しください。 


